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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便器に設置される本体ハウジングを備えた人体局部洗浄装置の脱臭装置であって、
　前記本体ハウジングに内蔵され、吸入口及び排出口を含む脱臭ハウジングと、
　前記吸入口から臭気を吸入させるために前記脱臭ハウジングに設けられる吸入ファンと
、
　前記吸入口から吸入された臭気を脱臭するために前記脱臭ハウジングに着脱自在に装着
される脱臭カートリッジと、
　前記脱臭カートリッジを着脱するために前記脱臭ハウジングの下側に設けられた着脱口
と、
　前記脱臭カートリッジを装着するために前記脱臭ハウジングの上側に設けられた装着口
とを備えること、
　前記装着口から前記脱臭カートリッジの装着を行った後、前記装着口が前記本体ハウジ
ングにより塞がれること、
を特徴とする人体局部洗浄装置の脱臭装置。
【請求項２】
　前記脱臭カートリッジを前記脱臭ハウジングに対して選択的に係合又は離脱させるため
に前記脱臭カートリッジと前記脱臭ハウジングとに設けられた係脱手段を備えたことを特
徴とする請求項１に記載の人体局部洗浄装置の脱臭装置。
【請求項３】
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　前記脱臭カートリッジが、斜め上方に向かって取り付けられる構造であることを特徴と
する請求項１又は請求項２に記載の人体局部洗浄装置の脱臭装置。
【請求項４】
　前記本体ハウジングは、下面を含み前記脱臭ハウジングを支持する本体基盤と、前記脱
臭ハウジングを覆い前記本体基盤に固定される本体カバーとから構成されることと、
　前記本体基盤から前記本体カバーが取り外された状態で、前記脱臭カートリッジを装着
するために前記脱臭ハウジングの上側に設けられた装着口と
を備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一つに記載の人体局部洗浄装
置の脱臭装置。
【請求項５】
　前記脱臭ハウジングに対する前記脱臭カートリッジの装着向きを規定するために前記脱
臭カートリッジと前記装着口とに設けられた向き規定手段を備えたことを特徴とする請求
項４に記載の人体局部洗浄装置の脱臭装置。
【請求項６】
　前記脱臭カートリッジのケースの左右両側面に、可撓性を有するフックが形成され、
　前記脱臭ハウジングの中の所定の部位の内壁に、前記フックと係合する段部が形成され
、
　前記脱臭カートリッジを前記脱臭ハウジングから取り外す場合には、前記両フックを前
記段部から離脱させ、
　前記脱臭カートリッジを前記脱臭ハウジングに装着する場合には、前記脱臭カートリッ
ジが前記着脱口を通じて前記脱臭ハウジングの中に挿入されたとき、前記脱臭カートリッ
ジは、前記両フックと前記段部との係合により前記脱臭ハウジングに保持されて装着され
ることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一つに記載の人体局部洗浄装置の脱
臭装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、便器に設置されて人体局部を洗浄するのに使用される人体局部洗浄装置に係
る。詳しくは、便器周りの臭気を脱臭する脱臭装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の人体局部洗浄装置は、洗浄ノズルによる人体局部の洗浄、洗浄後の温風ファンによ
る乾燥及びヒータによる便座の暖房等の主要機能の他に、使用時の便器周りの臭気を脱臭
する脱臭装置による脱臭機能を備えている。この脱臭目的としては、主に、使用者自身の
排便等の臭いを除去することと、直前に使用した別の使用者の臭いを除去することが挙げ
られる。この種の脱臭に関して、近年、関連業界では強い関心が持たれており、人体局部
洗浄装置のみならず、他の家電製品でも有用視されている。
【０００３】
人体局部洗浄装置の脱臭装置としては、トイレ室内や便器周りの臭気をファンにより吸引
して脱臭剤を用いて物理的及び化学的に臭気成分を吸着除去する方式や、高電圧によりオ
ゾンを発生させて臭気成分を分解除去する方式等が知られている。このうち脱臭剤を用い
た方式は、構造が比較的単純で部品点数も比較的少ないことから、現在の市場での主流を
占めている。この種の脱臭剤は消耗品であり、所定の使用期間毎に新しいものと交換する
必要があることから、カートリッジ化されて洗浄装置本体に対して着脱自在に装着される
構造のものが多く見られる。
【０００４】
特開平５－２０２５４８号公報には、この種の脱臭装置の一例が開示されている。図１４
に示すように、この脱臭装置は、吸入口５１と排出口５２を有するダクト５３と、ダクト
５３の内部に臭気を吸引するための送風機５４と、ダクト５３に装着されるカートリッジ
化された脱臭ユニット５５とを備える。脱臭ユニット５５は、ダクト５３の上面に設けら
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れた投入口５６に着脱自在に装着され、その装着状態では脱臭ユニット５５の天板５７に
より投入口５６が塞がれるようになっている。
或いは、別のタイプとして、人体局部洗浄装置の本体ハウジングの上面や側面に投入口が
設けられ、その投入口から投入された脱臭カートリッジが本体ハウジング内部に設けられ
た脱臭ハウジングに装着される構造の脱臭装置もある。この種のタイプでは、投入口に専
用蓋が嵌め込まれている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、前記従来の各脱臭装置では、脱臭ユニット５５の天板５７がダクト５３の上面
に露出したり、本体ハウジングの上面に専用蓋が露出したりすることから、これらによっ
て人体局部洗浄装置の意匠が制約を受けることになった。又、トイレ室内での長期間の使
用により、埃や汚水等が脱臭ユニット５５の天板５７や専用蓋の周囲の隙間に付着して汚
れが目立つことがあり、人体局部洗浄装置の見栄えが損なわれることにもなった。特に、
従来の各脱臭装置では、人体局部洗浄装置が通常使用される状態で、上記汚れが人目に触
れることがあり、見栄えや衛生面で問題となっていた。
【０００６】
この発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、見栄えを損なわず衛生
的な人体局部洗浄装置の脱臭装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、便器に設置される本体ハウジン
グを備えた人体局部洗浄装置の脱臭装置であって、前記本体ハウジングに内蔵され、吸入
口及び排出口を含む脱臭ハウジングと、前記吸入口から臭気を吸入させるために前記脱臭
ハウジングに設けられる吸入ファンと、前記吸入口から吸入された臭気を脱臭するために
前記脱臭ハウジングに着脱自在に装着される脱臭カートリッジと、前記脱臭カートリッジ
を着脱するために前記脱臭ハウジングの下側に設けられた着脱口と、前記脱臭カートリッ
ジを装着するために前記脱臭ハウジングの上側に設けられた装着口とを備えること、前記
装着口から前記脱臭カートリッジの装着を行った後、前記装着口が前記本体ハウジングに
より塞がれることを趣旨とする。
【０００８】
　上記発明の構成によれば、脱臭カートリッジの着脱口が脱臭ハウジングの下側に設けら
れ、その着脱口が本体ハウジングの下面に開口されることから、本体ハウジングが便器に
設置された状態で、着脱口が人目に触れることがない。また、洗浄装置の製造時には、脱
臭ハウジングの上側に設けられた装着口から脱臭カートリッジを装着できるため、製造時
における脱臭装置の組付作業を簡易なものにすることができる。
【０００９】
上記目的を達成するために、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
脱臭カートリッジを脱臭ハウジングに対して選択的に係合又は離脱させるために脱臭カー
トリッジと脱臭ハウジングとに設けられた係脱手段を備えたことを趣旨とする。
【００１０】
上記発明の構成によれば、請求項１に記載の発明の作用に加え、脱臭カートリッジが着脱
口を通じて脱臭ハウジングの中に挿入されたとき、脱臭カートリッジは係脱手段の係合に
より脱臭ハウジングに保持されて装着される。従って、一旦装着された脱臭カートリッジ
が着脱口へ向けて落下することがない。一方、一旦装着された脱臭カートリッジを取り外
すには、同カートリッジに力を加えて係脱手段を離脱させる。従って、保持が解かれた脱
臭カートリッジが重力の作用を受けて着脱口から取り出される。
【００１１】
上記目的を達成するために、請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の発
明において、本体ハウジングは、下面を含み脱臭ハウジングを支持する本体基盤と、脱臭
ハウジングを覆い本体基盤に固定される本体カバーとから構成されることと、本体基盤か



(4) JP 4626065 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

ら本体カバーが取り外された状態で、脱臭カートリッジを装着するために脱臭ハウジング
の上側に設けられた装着口とを備えたことを趣旨とする。
【００１２】
上記発明の構成によれば、請求項１又は請求項２に記載の作用に加え、製造時において、
本体ハウジングの本体基盤に脱臭ハウジングが支持された状態で、その上側から装着口に
脱臭カートリッジを挿入することにより、脱臭カートリッジが脱臭ハウジングに装着され
る。その後、本体カバーを本体基盤に取り付けることにより、脱臭ハウジングがその装着
口と共に本体カバーにより覆われる。従って、製造時には、本体基盤の下面の着脱口から
脱臭カートリッジを装着する必要がない。
【００１３】
上記目的を達成するために、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の発明において、
脱臭ハウジングに対する脱臭カートリッジの装着向きを規定するために脱臭カートリッジ
と装着口とに設けられた向き規定手段を備えたことを趣旨とする。
【００１４】
上記発明の構成によれば、請求項３に記載の発明の作用に加え、脱臭カートリッジを装着
口を通じて脱臭ハウジングに装着するとき、向き規定手段により脱臭ハウジングに対する
脱臭カートリッジの装着向きが所要の向きに規定されることになる。従って、製造時に、
向き規定手段により規定される向きで装着口から脱臭カートリッジを挿入することにより
、常に所要の向きで脱臭カートリッジが脱臭ハウジングに装着されることになる。例えば
、脱臭ハウジングの吸入口から排出口へ向かう臭気の流れを許容する構造が脱臭カートリ
ッジに与えられている場合に、その構造を発揮させる向きで脱臭カートリッジを装着する
ために向き規定手段を構成することにより、常に必要な向きで脱臭カートリッジが脱臭ハ
ウジングに誤りなく装着されることになる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の人体局部洗浄装置の脱臭装置を具体化した一実施の形態を図面を参照して
詳細に説明する。
【００１６】
図１に人体局部洗浄装置（以下、単に「洗浄装置」と称する。）１の平面図を、図２に同
装置１の側面図をそれぞれ示す。便器２の上に設置された洗浄装置１は、便器２の後部上
面に設置された装置本体３と、装置本体３に回動可能に設けられた便蓋４及び便座５と、
便座５の右側において装置本体３から張り出された操作装置６とを備える。便座５の後部
下方において、装置本体３にはシャワーノズル７及びビデノズル８が設けられる。これら
ノズル７，８は、本発明の洗浄機能部品の一つに相当し、便座５に着座した使用者の局部
を洗浄するために洗浄水を噴出するものである。この洗浄装置１は、両ノズル７，８によ
る洗浄を含む洗浄関連機能の他に、温風ファン（図示略）による洗浄後の乾燥、便座ヒー
タ（図示略）による便座５の暖房、後述する脱臭装置９によるトイレ室内の脱臭等の洗浄
に関連しない非洗浄関連機能を備えている。温水ヒータ、温風ファン及び脱臭装置９等は
装置本体３に設けられる。便座ヒータは便座５の内部に設けられる。これら各機能は、主
として操作装置６の操作パネル１０に設けられたスイッチ類１１が操作されることにより
発揮される。
【００１７】
次に、脱臭装置９について説明する。図３に装置本体３の一側端部を破断して示す。図４
に図３のＡ－Ａ線に沿った断面図を示す。脱臭装置９は、装置本体３を構成する本体ハウ
ジング１２に内蔵された脱臭ハウジング１３と、脱臭ハウジング１３に内蔵された吸入フ
ァン１４と、同じく脱臭ハウジング１３に着脱自在に装着された脱臭カートリッジ１５と
を備える。本体ハウジング１２と脱臭ハウジング１３は、それぞれ合成樹脂により形成さ
れる。
【００１８】
本体ハウジング１２は、下面１２ａを含み脱臭ハウジング１３を支持する本体基盤１２Ａ
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と、脱臭ハウジング１３を覆うと共に本体基盤１２Ａに固定された本体カバー１２Ｂとか
ら構成される。脱臭ハウジング１３は、臭気を吸入するための吸入口１６と、悪臭を除去
した後の空気を排出するための排出口１７とを含む。脱臭ハウジング１３は、ネジ１８等
により本体基盤１２Ａに固定される。吸入ファン１４は、吸入口１６から臭気を吸入させ
るために作動するものでありモータ及びファン等により構成される。脱臭カートリッジ１
５は、吸入口１６から吸入された臭気を脱臭するためのものである。脱臭ハウジング１３
の頂部に設けられた取付リブ１９には、吸入ファン１４への給電のための電源コネクタ２
０が接続される。吸入口１６は、本体ハウジング１２に設けられた所定の導入ダクト（図
示略）に通じる。この導入ダクトは、便器２の内部へ開口する。
【００１９】
図５に脱臭ハウジング１３の平面図を、図６に図５の右側面図を、図７に図５の正面図を
それぞれ示す。図４～７に示すように、脱臭ハウジング１３の下側には、脱臭カートリッ
ジ１５を着脱するための着脱口２１が設けられる。本体基盤１２Ａの下面１２ａには、着
脱口２１に対応して出入口２２が設けられる。図４に示すように、着脱口２１は出入口２
２を通じて本体基盤１２Ａの下面１２ａに開口される。この着脱口２１は、着脱自在に装
着される着脱蓋２３により塞がれる。
【００２０】
図４，５，７に示すように、脱臭ハウジング１３の上側には、脱臭カートリッジ１５を装
着するだけのための装着口２４が設けられる。この装着口２４には蓋が設けられない。装
着口２４は、図４に示すように、本体カバー１２Ｂに覆われることにより塞がれる。装着
口２４には、本体基盤１２Ａから本体カバー１２Ｂが取り外された状態において脱臭カー
トリッジ１５が装着されるようになっている。この装着口２４の一辺には、一つの凹部２
４ａが形成される。
【００２１】
図８に脱臭カートリッジ１５の斜視図を示す。図９に脱臭カートリッジ１５の正面図を、
図１０に図９の左側面図を、図１１に図９の平面図をそれぞれ示す。このカートリッジ１
５は、略立方体形状をなす合成樹脂製のケース２５と、そのケース２５に内蔵された所定
の脱臭剤（図示略）とを備える。この実施の形態の脱臭カートリッジ１５は、必要に応じ
て新品と交換することを前提に設けられたものである。しかし、この実施の形態で用いら
れる脱臭剤は、臭気成分を吸着するための持続力が比較的長く、一般家庭であれば数年間
という長期にわたって使用することができるものである。従って、本来、脱臭カートリッ
ジ１５の交換を頻繁に行う必要はないといえる。
【００２２】
ケース２５の前面は、通気を許容するために、十字に形成されたリブ２５ａの間がメッシ
ュ２５ｂに形成される。ケース２５の背面も前面と同様に形成される。ケース２５の前面
のリブ２５ａの中央には、上下方向に伸びる板状の摘み片２５ｃが突設される。この摘み
片２５ｃは、使用者が脱臭カートリッジ１５を取り扱う際に指先で摘まれる部分である。
又、この摘み片２５ｃは、上記装着口２４の凹部２４ａに整合させるものでもある。即ち
、脱臭カートリッジ１５が装着口２４から脱臭ハウジング１３に装着されるとき、摘み片
２５ｃを凹部２４ａに整合させて案内するようになっている。これら凹部２４ａ及び摘み
片２５ｃにより、脱臭ハウジング１３に対する脱臭カートリッジ１５の装着向きを規定す
るための本発明の向き規定手段が備される。この装着向きで脱臭カートリッジ１５が脱臭
ハウジング１３に装着されることにより、同カートリッジ１５の前面が同ハウジング１３
の吸入口１６に向けて、その背面が吸入ファン１４に向けてそれぞれ配置される。
【００２３】
ケース２５の左右両側面には、それぞれフック２５ｄが一体形成される。両フック２５ｄ
は自身のバネ力による可撓性を有する。ケース２５の上下両側面は、それぞれ平坦に形成
される。両フック２５は、脱臭カートリッジ１５が脱臭ハウジング１３の中に装着された
状態で、同カートリッジ１５を同ハウジング１３に対して選択的に係合又は離脱させるた
めのものである。脱臭ハウジング１３の中の所定の部位の内壁には、両フック２５ｄを係
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合させる段部１３ａが形成される。これらフック２５ｄ及び段部１３ａにより、本発明の
係脱手段が構成される。
【００２４】
この他、脱臭ハウジング１３の内壁には、ガイドリブ１３ｂが形成される。着脱蓋２３に
は、同じくガイドリブ２３ａが形成される。これらガイドリブ１３ｂ，２３ａにより、脱
臭カートリッジ１５が所定の姿勢で案内されながら装着口２４から挿入されるようになっ
ている。又、脱臭ハウジング１３に装着された脱臭カートリッジ１５が、所定の姿勢で保
持されるようになっている。
【００２５】
以上説明したように本実施の形態の脱臭装置９によれば、所定の脱臭スイッチが操作され
ることにより、吸入ファン１４が作動して脱臭ハウジング１３の吸入口１６から臭気が吸
入される。この臭気は、所定の導入ダクトを通じて便器２の周りやトイレ室内から導入さ
れるものである。吸入された臭気は、脱臭カートリッジ１５をその前面から背面へ向かっ
て流れ、その臭気成分が脱臭剤に吸着して除去される。その後、臭気成分が除去された空
気は、吸入ファン１４を通過して排出口１７から外部へ排出される。このようにして便器
２の周りやトイレ室内の臭気が好適に除去される。
【００２６】
ここで、脱臭カートリッジ１５を新品と交換する場合には、図１２に示すように、本体ハ
ウジング１２の下面１２ａに位置する着脱口２１から着脱蓋２３を取り外す。そして、脱
臭ハウジング１３に装着されている古い脱臭カートリッジ１５を着脱口２１から取り出す
。このとき、使用者は着脱口２１から脱臭ハウジング１３へ指を差し入れ、指先で摘み片
２５ｃを摘んで脱臭カートリッジ１５を引き抜く。この引き抜きにより、脱臭ハウジング
１３の段部１３ａに係合していた脱臭カートリッジ１５のフック２５ｄが離脱して、同カ
ートリッジ１５の保持状態が解除される。
その後、新しい脱臭カートリッジ１５を装着するには、摘み片２５ｃを指先で摘みながら
そのカートリッジ１５を着脱口２１から脱臭ハウジング１３へ挿入する。このとき、両フ
ック２５ｄが段部１３ａに係合して、脱臭カートリッジ１５がガイドリブ１３ｂに当接す
るまで同カートリッジ１５を脱臭ハウジング１３の中に押し込む。これにより、脱臭カー
トリッジ１５が脱臭ハウジング１３の中で保持されて装着される。即ち、脱臭カートリッ
ジ１５は、その前面が吸入口１６へ向き、その背面が吸入ファン１４へ向く状態で脱臭ハ
ウジング１３に装着される。その後、着脱口２１に着脱蓋２３を嵌め込むことにより、同
口２１が塞がれて交換作業が完了する。
【００２７】
この交換作業は、洗浄装置１を便器２から取り外すことにより行われる。しかし、脱臭装
置９が装置本体３の一端部に配置されることから、対応する便器２の種類や大きさによっ
ては、洗浄装置１を便器２から取り外すことなく交換作業を行うこともできる。
【００２８】
この実施の形態の脱臭装置９によれば、脱臭カートリッジ１５の着脱口２１が脱臭ハウジ
ング１３の下側に設けられ、その着脱口２１が本体ハウジング１２の下面１２ａに開口さ
れ、着脱蓋２３により塞がれている。従って、洗浄装置１の本体ハウジング１２が便器２
に設置された状態で、着脱口２１や着脱蓋２３が人目に触れることはない。このため、着
脱口２１や着脱蓋２３の存在により洗浄装置１の意匠が制約を受けることがなく、意匠創
作の自由度を高めることができる。又、トイレ室内での長期間の使用により、埃や汚水等
が着脱口２１と着脱蓋２３との隙間に付着しても、それらが人目に触れることがない。こ
のため、通常の使用状態で、洗浄装置１の見栄えが損なわれることがなく、本体カバー１
２Ｂの表面を常に清潔に保つことができる。たとえ、脱臭装置９に対応する部位の本体カ
バー１２Ｂの表面に汚れが付着したとしても、その表面に着脱蓋がないことから、着脱蓋
が外れることを心配をすることなく本体カバー１２Ｂの表面を雑巾等で強く拭き上げるこ
とができる。このため、洗浄装置１を従来の洗浄装置に比べて衛生的なものにすることが
できる。
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【００２９】
ここで、従来の脱臭装置では、本体カバー表面の着脱口に装着される専用蓋に拭き掃除等
のときの過剰な力が加わり専用蓋が外れてしまうのを防止するために、ネジ等の締結手段
や、精度が要求されるスナップ嵌合手段が設けられることもあった。この場合、製造時に
寸法精度を確保するために、余分な設備や時間が必要となり、洗浄装置の製造コストを高
騰させることにもなった。しかし、この実施の形態の脱臭装置９によれば、脱臭カートリ
ッジ１５の交換のための着脱口２１及び着脱蓋２３が、本体基盤１２Ａの下面１２ａに設
けられるので、通常は使用者が触れることはなく、不用意な力が加わることもないので、
単純な構造により着脱蓋２３を着脱口２１に嵌め込むことができるようになる。
【００３０】
この実施の形態の脱臭装置９によれば、既に装着され保持されている古い脱臭カートリッ
ジ１５を脱臭ハウジング１３から取り外す場合には、同カートリッジ１５に引き抜き力を
与えて両フック２５ｄを段部１３ａから離脱させる。このとき、保持が解かれた脱臭カー
トリッジ１５が重力の作用を受けて着脱口２１から落ちるように取り出されることになる
。このため、使用者は着脱口２１からの指の抜き出しと共に脱臭カートリッジ１５を容易
に取り出すことができる。
一方、新しい脱臭カートリッジ１５を装着する場合には、そのカートリッジ１５が着脱口
２１を通じて脱臭ハウジング１３の中に挿入されたとき、同カートリッジ１５は両フック
２５ｄと段部１３ａとの係合により同ハウジング１３に保持されて装着されることになる
。従って、一旦装着された脱臭カートリッジ１５が着脱口２１へ向けて落下することがな
い。このため、装着後に使用者が着脱口２１から指を抜き出すときや、着脱口２１に着脱
蓋２３を嵌め込むときにも、脱臭カートリッジ１５が着脱口２１から抜け落ちることがな
いので、同カートリッジ１５の取り付け作業を容易なものにすることができる。
このように、脱臭カートリッジ１５の取り外し作業と取り付け作業をそれぞれ容易なもの
にすることができ、同カートリッジ１５の交換作業を容易なものにすることができるよう
になる。
【００３１】
この実施の形態の脱臭装置９によれば、脱臭ハウジング１３の上側に脱臭カートリッジ１
５を装着するための装着口２４が設けられる。これにより、洗浄装置１の製造時には、図
１３に示すように、本体基盤１２Ａに本体カバー１２Ｂが取り付けられる前に、本体基盤
１２Ａに脱臭ハウジング１３を取り付けて支持する。そして、その脱臭ハウジング１３の
上側から装着口２４に脱臭カートリッジ１５を落とし込んで挿入することにより、同カー
トリッジ１５が同ハウジング１２に装着される。その後、図４に示すように、本体カバー
１２Ｂを本体基盤１２Ａに取り付ければ、脱臭ハウジング１３がその装着口２４と共に本
体カバーに覆われることになる。従って、洗浄装置１の製造時には、本体基盤１２Ａの下
面１２ａの着脱口２１から脱臭カートリッジ１５を装着する必要がない。このため、製造
時における脱臭装置９の組付作業を簡易なものにすることができる。
【００３２】
この実施の形態の脱臭装置９によれば、製造時に、脱臭カートリッジ１５を装着口２４を
通じて装着するとき、同カートリッジ１５の摘み片２５ｃと装着口２４の凹部２４ａとの
協働により、脱臭ハウジング１３に対する脱臭カートリッジ１５の装着向きが規定される
ことになる。即ち、この実施の形態では、脱臭ハウジング１３の吸入口１６から排出口１
７へ向かう臭気の流れを許容するために、脱臭カートリッジ１５の前面と背面にメッシュ
２５ｂが形成されることから、そのメッシュ２５ｂに合わせた向きで同カートリッジ１５
を同ハウジング１３に誤りなく装着する必要がある。従って、製造時には、摘み片２５ｃ
を凹部２４ａに整合させる向きで装着口２４から脱臭カートリッジ１５を挿入することに
より、常に脱臭カートリッジ１５が所要の向きで正確に脱臭ハウジング１３に装着される
ことになる。このため、脱臭カートリッジ１５の装着工程に失敗がなく、装着のやり直し
を行う必要がなくなり、脱臭装置９の組付工程の効率化を図ることができるようになる。
【００３３】
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尚、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱することのな
い範囲で構成の一部を適宜に変更して次のように実施することもできる。
【００３４】
（１）前記実施の形態では、脱臭カートリッジ１５に設けられるフック２５ｄと、脱臭ハ
ウジング１３に設けられる段部１３ａとにより係脱手段を構成したが、その逆に脱臭カー
トリッジに設けられる段部と、脱臭ハウジングに設けられるフックとにより係脱手段を構
成してもよい。その他、凹凸の関係で選択的に係合又は離脱する嵌合構造であれば、係脱
手段はフックと段部の組み合わせには限られない。
【００３５】
（２）前記実施の形態では、脱臭カートリッジ１５に設けられる摘み片２５ｃと、装着口
２４に設けられる凹部２４ａとにより向き規定手段を構成したが、脱臭カートリッジに設
けられる凹部と、装着口に設けられる凸部とにより向き規定手段を構成してもよい。或い
は、脱臭カートリッジの平面形状をその装着向きに合わせた特定形状とし、それに整合し
た着脱口の開口形状とすることにより向き規定手段を構成してもよい。
【００３６】
（３）前記実施の形態では、着脱口２１に専用の着脱蓋２３を設けたが、着脱蓋２３に代
わる簡易な止め具を設けたり、着脱蓋２３や止め具を省略したりすることもできる。この
場合でも、着脱口が本体ハウジングの下面に位置することから、着脱口が人目に触れるこ
とがなく、洗浄装置としての見栄えを損ねることがなく、衛生面でも特に問題はないと言
える。
【００３７】
（４）前記実施の形態では、脱臭ハウジング１３の上側に装着口２４を設けたが、これを
省略することもできる。
【００３８】
【発明の効果】
請求項１に記載の発明によれば、通常の使用状態で洗浄装置の見栄えを損ねることがなく
、本体ハウジングの表面を常に清潔に保つことができて洗浄装置を衛生的なものにするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施の形態に係り、人体局部洗浄装置を示す平面図である。
【図２】人体局部洗浄装置を示す側面図である。
【図３】脱臭装置を一部破断して示す平面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図５】脱臭ハウジングを示す平面図である。
【図６】図５の右側面図である。
【図７】図５の正面図である。
【図８】脱臭カートリッジを示す斜視図である。
【図９】脱臭カートリッジを示す正面図である。
【図１０】脱臭カートリッジを示す側面図である。
【図１１】脱臭カートリッジを示す平面図である。
【図１２】脱臭装置において脱臭カートリッジ交換時を示す断面図である。
【図１３】製造時の脱臭カートリッジの装着を示す断面図である。
【図１４】従来の脱臭装置を示す断面図である。
【符号の説明】
１　　　洗浄装置
２　　　便器
９　　　脱臭装置
１２　　本体ハウジング
１２ａ　下面
１２Ａ　本体基盤
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１２Ｂ　本体カバー
１３　　脱臭ハウジング
１３ａ　段部
１４　　吸入ファン
１５　　脱臭カートリッジ
１６　　吸入口
１７　　排出口
２１　　着脱口
２４　　装着口
２４ａ　凹部
２５ｃ　摘み片（２４ａ，２５ｃは向き規定手段を構成する。）
２５ｄ　フック（１３ａ，２５ｄは係脱手段を構成する。）

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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